
 

議案第６８号 

 

交野市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 交野市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

  条例案……別記 

 

   令和６年９月２日提出 

 

 

                        交野市長 山 本  景 

 

 

 提案理由 組織力の強化を図り、また、効率的な水道事業の運営を図るため、水道

事業管理者を置かず、市長が水道事業の管理者の権限を行うこととしたい

ため。 

      

 

  

 

 

 

 



 

交野市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案  

交野市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  

 

交野市水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年条例第１１号）の一部を次のように

改正する。  

第４条中「水道事業の管理者」の次に「の権限を行う市長」を加え、「水道局」を「、

水道局」に改め、同条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。  

法第７条ただし書及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第８条の

２の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の廃止）  

２ 交野市水道事業管理者の給与等に関する条例（昭和５０年条例第２３号）は、廃止す

る。  

（交野市情報公開条例の一部改正）  

３ 交野市情報公開条例（平成１０年条例第２１号）の一部を次のように改正する。  

第２条第１号中「市長」の次に「（水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。）」

を加え、「、水道事業管理者」を削る。  

（交野市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正）  

４ 交野市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第２４号）の一部を次の

ように改正する。  

第２条第１項中「、水道事業管理者」を「（水道事業の管理者の権限を行う市長を含

む。）」に改める。  

（交野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部改正）  

５ 交野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（令和４年条例第２６号）の

一部を次のように改正する。  

第２条第２号中「市長」の次に「（水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。）」

を加え、「、地方公営企業法第７条本文の規定に基づき置かれる管理者」を削る。  



 

（交野市行政手続条例の一部改正）  

６ 交野市行政手続条例（平成１３年条例第１３号）の一部を次のように改正する。  

第２条第６号中「市長」の次に「（水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。）」

を加え、「、水道事業管理者」を削る。  

（交野市水道事業給水条例の一部改正）  

７ 交野市水道事業給水条例（昭和４３年条例第３号）の一部を次のように改正する。  

第２条第２項中「水道事業の管理者」の次に「の権限を行う市長」を加える。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


